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1.11 放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 

○  平成 25 年３月までに，追加的に放出される放射性物質及び事故後に発生した放射性

廃棄物からの放射線による敷地境界における実効線量を１mSv/年未満とするため，下記

の線量低減の基本的考え方に基づき，保管，管理を継続するとともに，遮へい等の対策

を実施する。 

また，線量低減の基本的考え方に基づき，放射性物質の保管，管理を継続することに

より，敷地周辺の線量を達成できる限り低減する。 

敷地境界における線量評価は，プラントの安定性を確認するひとつの指標として，放

射性物質の放出抑制に係る処理設備設計の妥当性の確認の観点と，施設配置及び遮蔽設

計の妥当性の確認の観点から施設からの放射線に起因する実効線量の評価を行うもの

とする。 

 

線量低減の基本的考え方 

・瓦礫等や水処理廃棄物の発生に応じてエリアを確保し保管対策を継続するとともに，

廃棄物に対し，追加の遮へい対策を施す，もしくは，遮へい機能を有した施設内に廃

棄物を移動する等により，敷地境界での放射線量低減を図っていく。 

 ・気体・液体廃棄物については，告示に定める濃度限度を超えないよう厳重な管理を行

い放出するとともに，合理的に達成できる限り低減することを目標として管理してい

く。なお，海洋への放出は，関係省庁の了解なくしては行わないものとする。 

 

 詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅲ.3.2.1，Ⅲ.3.2.2 


